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〈周辺住民等への説明チェックリスト〉※周辺住民等計画説明結果届（第 6 号様式）に添付 

●説明日時 

□ 標識設置日の翌日以降 （Ｐ32：規則第８条（３）ア） 

□ 実際に訪問した時間を明記 （例：○月○日 ○時○分） 

□ 不在の場合は日時を変えて 3 回以上訪問 （Ｐ33：規則第１１条（２）） 

  （平日の同じ時間帯に訪問しても不在の可能性が高いため、常識的な時間帯で土日を含めて訪

問してください） 

□ 説明資料の交付又は送付 [市外者は送付可] （P15:条例第 8 条第 2 項、Ｐ34：規則第１２条（２）） 

  （不在時には資料投函（３回目以降訪問時）し、併せて不在票も投函してください。） 

□ 資料を送付又は投函した場合には行なった日を記載してください （Ｐ84：第６号様式（その２）） 

●説明範囲 （Ｐ12：条例第２条（９））  

□ 隣接地                          

□ 道路を挟んだ対面（前面道路車線数が４車線以上ある場合は不要です） 

◎中高層に該当する場合                  

□ 冬至において９時～15 時の日影範囲 （影響範囲内は、すべて戸別説明です） 

□ 計画建物の敷地境界線から計画建物の高さの１倍の範囲                     

□ 電波障害の影響を著しく受ける者 （影響範囲内は、すべて戸別説明です） 

●説明対象 

□ 居住者、使用者、建物所有者、土地所有者などを備考欄に記載 （Ｐ12：条例第２条（９）ア） 

□ 日影又は電波障害範囲外の集合住宅の場合は、管理会社や土地・建物の所有者との協議によ

り説明範囲及び方法を決定してください （Ｐ33：規則第１１条（１）） 

□ 被説明者の続柄等 （Ｐ84：第６号様式（その２）） 

（本人の場合は、本人と記入してくだい） 

（テナント等への説明の場合、被説明者の役職等も記入してください） 

（アルバイト店員・未成年者等への説明は不可です）  

□ 被説明者からの要望とその対応（要望等があった場合）（Ｐ85：第６号様式（その３）） 

  （対応内容は「いつ」、「どのような方法で」等を記載してください） 

●その他                        

□ 説明者氏名 

（事前協議申出書において、周辺住民等への説明及びこれに関する手続きを行う者として、 

委任された者（担当者）が説明者を行っている） 

□ 結果届の提出時点で被説明者からの要望は無い 

  （（その２）浦安市宅地開発事業等周辺住民等名簿の欄外下部に「〇月〇日時点で被説明者か

らの要望なし」と記載してください） 

 □ 結果届添付の周辺住民等の範囲の図面の付番と様式（その２）番号とリンクさせてください 
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